
事業群評価調書（令和３年度実施）

1-4 吉田　稔

1

② 16,639,461

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 18,900円 19,600円 20,300円 21,000円 21,700円
21,700円

（R7）

実績値②
17,664円

(R元）
進捗状況

達成率
②／①

―

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
16箇所
（R7）

実績値②
11箇所
（R2）

進捗状況

達成率
②／①

―

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

　高齢者や障害者等が住み慣れた地域で安心して生活し、社会参加できるよう、バリアフリー、地域包括ケ
アシステム、見守り体制、福祉サービスの円滑な利用のための援助体制等の環境整備を図ります。また、
虐待防止、差別の解消、成年後見制度の普及啓発など権利擁護を推進します。

ⅰ）障害福祉サービスの給付等
ⅱ）相談等による障害者の自立支援
ⅲ）精神保健福祉施策の推進
ⅳ）地域において発達障害児の診療・療育ができる医療機関や福祉事業所の整備
ⅴ）心身障害者に対する福祉制度の整備

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

障害福祉サービス事業所で福祉的就労をし
ている障害者の平均工賃月額

障害のある方が地域で自立した生活を送るためには、一定の収入を得
る必要があり、一般就労への移行支援とともに、就労継続支援Ｂ型事業
所など福祉的就労の場で障害者に支払われる工賃の水準を引き上げる
ことが重要である。

平成28年度以降、平均工賃実績は確実に上昇しているが、 依然として
下記①から③の課題があるため、引き続き解決を図っていく必要がある。
①事業所により、平均工賃月額に大きな差が生じており、特に平均工賃
月額がロークラス～ミドルクラスの事業所について事業所製品等の品質
や生産効率を向上させ、工賃月額の底上げを図る必要がある。
②除草や清掃等の役務サービス並びに食品や手芸品等の商品について
企業や消費者へのＰＲが不足している。
③販売力の更なる向上や職域拡大に繋げるため、新たな商品の開発、
販路の開拓及び民間との連携等が必要である。

このため、県では「長崎県工賃向上計画」を策定し、各種の事業に取り
組んでいる。上記①については、平均工賃額がロークラス～ミドルクラス
の事業所を対象に専門家による実地指導を実施し、その内容を県内の
各事業所向けのセミナー等により共有し、②、③については、事業所の取
組の周知と収入増を目的として、事業所商品の販売会の実施、オンライ
ンショップの開設など販路の拡大を図っている。また、他部局との連携に
より、国、県の助成制度を活用した新たな商品開発や職域拡大が可能と
なるよう、福祉関係団体や事業所に向けた情報発信に取り組んでいる。

県内では、発達障害を診察する医療機関が少なく、診察をする一部の
医療機関で、診察の待ち時間が長くなっている。これは全国的な傾向で
はあるが、発達障害を診る医療機関を増やし、医療を必要とする患者を
医療につなぐことが急務である。このため、県では、発達障害児の診察が
できる医師を養成する研修を実施するほか、 地域において発達障害の
診療やリハビリを開始しようとする医療機関の施設・設備整備に要する経
費に対して補助を行っている。

事
業
群

そ
の
他
関
連
指
標

　　　　　　　　　　指　標

新たに発達外来を開設する医療機関数

基 本 戦 略 名 みんなで支えあう地域を創る 事業群主管所属・課(室)長名 福祉保健部　障害福祉課

令和２年 度事 業費 （千 円） 　※下記「２．令和２年度取組実績」の事業費（R2実績）の合計額

１．計画等概要

施 策 名 誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進 事 業 群 関 係 課 （ 室 ）

事 業 群 名 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援⑤



R元実績

R2実績

R3計画

8,660,267 8,659,924 1,989 【活動指標】 数値目標 なし 48,657 ―

9,035,382 9,035,382 1,956 数値目標 なし 52,492 ―

9,304,740 9,304,740 1,963 数値目標 なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ― ― ―

890 0 0 【活動指標】 55 48 87%

0 0 0 ― ― ―

2,955 0 0 66

【成果指標】 652 730 112%

― ― ―

― ― ― 818

116,084 116,084 795 【活動指標】 数値目標 なし 515 ―

112,971 112,971 798 数値目標 なし 521 ―

114,559 114,559 785 数値目標 なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ― ― ―

2,024,132 1,778,328 2,386 【活動指標】 数値目標なし 39,608 ―

2,226,255 1,947,552 2,347 数値目標なし 47,086 ―

2,459,940 2,227,660 2,356 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ― ― ―

689,182 689,182 2,386 【活動指標】 数値目標なし 60 ―

692,273 692,273 2,347 数値目標なし 65 ―

682,741 682,741 2,356 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ― ― ―

2

●事業の成果
・長崎県障害福祉計画（児童福祉法）に基づき
障害児サービスの計画的な提供を図った。

放課後等デイサービ
スの利用実績（日）

児童福祉法第24条
H24-

―
障害福祉課 障害児入所・通所施設　等

5

身体障害者更生医療給
付費

障害者総合支援法に基づき、身体障害者に対し、当該障害を
除去または軽減し、生活能力を得るために必要な医療につい
て、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度（国
1/2、県1/4、市町1/4）を実施した。

●事業の成果
・市町の身体障害者更生医療に要する経費に
対する県費負担分の給付を行い、対象身体障
害者の医療費自己負担軽減に寄与した。

4

障害児施設支援費
障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）
の利用に係る給付費に対する負担金（国1/2、県1/4、市町
1/4）及び、障害児入所支援に要する経費（国1/2、県1/2）を支
出した。

取組
項目
ⅰ

●事業の成果
R2事業実施なし

社労士の 派遣 箇所
（回）数

―
H29-

加算Ⅰ取得事業所数
障害福祉課 社会福祉法人等

3

療養介護医療費 療養介護（医療型ケアが必要な障害者へのサービス）の利用
に係る介護医療給付費に要する経費に対する負担金（国1/2、
県1/4、市町1/4）を支出した。

●事業の成果
・長崎県障害福祉計画（障害者総合支援法）に
基づき障害福祉サービスの計画的な提供を図っ
た。

サービスの利用実績
（人）
※R2.3提供分

障害者総合支援法第94条
H18-

―
障害福祉課 社会福祉法人等

障害者総合支援法第2条、58条
S29-

福祉・介護職員処遇改
善加算取得促進特別支
援事業費 ―

指定医療機関数（箇
所）

―
障害福祉課 市町

達成率

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

自立支援給付費

H18-

○

障害福祉課

1

―

令和２年度事業の成果等

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

主な指標

２．令和２年度取組実績（令和３年度新規・補正事業は参考記載）

事
業
番
号

取
組
項
目

中
核
事
業

事業概要

令和２年度事業の実施状況
（令和３年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

障害福祉サービス（居宅介護、生活介護、施設入所支援、就
労継続支援など）の利用に係る給付費に対する負担金（国
1/2、県1/4、市町1/4）を支出した。

社会福祉法人等

R元目標

R2目標

R3目標

R2実績

訪問系サービスの利
用実績（時間）
※R2.3提供分

●事業の成果
・長崎県障害福祉計画（障害者総合支援法）に
基づき障害福祉サービスの計画的な提供を図っ
た。
・本事業の実施により障害者に就労の場を提供
するとともに、工賃の水準が向上するために必
要な支援を行うという観点から、サービス実施事
業所に対しては工賃向上月額に応じた基本報
酬の設定がなされていることで、障害者の平均
工賃向上に寄与している。

R元実績

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）事業費　(単位:千円）

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令条項

法令による
事業実施の
義務付け

障害者総合支援法第94条



52,133 13,702 1,591 【活動指標】 数値目標なし 203 ―

54,636 14,486 1,565 数値目標なし 210 ―

59,959 15,999 1,571 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ○ ― ―

19,463 19,463 398 【活動指標】 数値目標なし 9,105 ―

19,006 19,006 391 数値目標なし 8,042 ―

21,459 21,459 393 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ 〇 ― ―

2,500 0 3,977 【活動指標】 1 1 100%

2,500 0 3,912 1 0 0%

3,500 0 3,141 1

【成果指標】 30 33 110%

30 0 0%

― ― ― 30

1,025 1,025 159 【活動指標】 数値目標なし 158 ―

315 315 156 数値目標なし 134 ―

1,304 1,304 157 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

○ ― ― ―

2,055 1,899 239 【活動指標】 22 19 86%

1,498 1,342 235 23 8 34%

1,229 1,073 236 23

【成果指標】 1,577 986 62%

986 419 42%

― ― ― 986

910 476 1,591 【活動指標】 55 49 89%

316 205 1,565 49 30 61%

1,276 838 1,571 49

【成果指標】 100 100 100%

100 ― ―

○ ― ― 100

取組
項目
ⅱ

障害福祉課 市町・事業者

9

巡回相談費 離島・へき地の身体障害者並びに知的障害者に対して巡回
による相談を実施し、医学的・心理的等の専門的な判定及び指
導を行った。

●事業の成果
・離島・へき地の身体障害者並びに知的障害者
に対して巡回による相談を実施し、医学的・心理
的等の専門的な判定及び指導を行った。
・手帳及び福祉制度等の相談を実施し、障害者
の自立支援に寄与した。

巡回相談件数（件）

身体障害者福祉法第11条、知的障
害者福祉法第12条S26-

―
障害福祉課 離島・へき地に住む身体障害のある人及び知的障害のある人

6
取組
項目
ⅰ

特別障害者手当等給付
費 在宅の重度障害者（児）に対し、その重度の障害のために生

じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給した。

●事業の成果
・受給資格者の所在地の福祉事務所を通じて、
在宅重度障害者（児）に対し特別障害者手当、
障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付を
行った。
・在宅で生活する重度障害者（児）に対して経済
的な負担軽減、安定した地域生活に寄与した。

手当給付者数（人）

特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律第1条S50-

―
障害福祉課 在宅の重度障害者（児）

8

医療的ケアが必要な在
宅小児等に対する支援
事業

　在宅で療養を行う医療依存度の高い小児等（者含む。）やそ
の家族の地域での生活を支えるために、医療と福祉が連携し、
必要なサービスを提供する体制の構築等を行った。
　令和3年度においては引き続き地域支援体制の構築を図ると
ともに、医療的ケア児等の実態調査を実施し、各地域における
支援の充実を図る。

●事業の成果
令和2年度は新型コロナウイルス感染症感染拡
大の影響等により研修を実施することができな
かったが、既存のコーディネーターのフォロー
アップを実施し、各地域におけるコーディネー
ター間の知識や技術の向上、連携の促進を図っ
た。
・医療的ケアが必要な小児等やその家族の負担
軽減、安定した地域生活に寄与した。

医療的ケア児等コー
ディネーター養成研
修実施回数（回）

児童福祉法第56条の6
H27- 医療的ケア児等コー

ディネーター養成研
修修了者数（人）障害福祉課 長崎県における医療的ケアが必要な小児等

●事業の成果
・研修会等の開催等の経費に助成を行ったが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
中止となったため、目標を達成できなかった
・障害者団体の組織を強化し、障害者の社会参
加の促進に寄与した。

研修会実施件数（件)

―
H6-

研修会参加人数（人）
障害福祉課 障害者団体

●事業の成果
・各市町等が行う障害者相談支援事業につい
て、市町域を越えた広域的な支援を行うために
相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域
における相談支援体制の整備を推進した。
※R2年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により派遣依頼はなかった。

アドバイザー活動日
数(日）

●事業の成果
・身体障害者手帳・療育手帳に関する相談のほ
かに、身体障害のある方へは、補装具や福祉制
度の相談等、知的障害のある方へは、地域生活
の支援・相談等を実施した。
・手帳及び福祉制度等の相談を実施し、障害者
の自立支援に寄与した。

身体障害のある人及び知的障害のある人

○ 7

10

障害者自立促進事業
障害者団体の組織を強化し、障害者の社会参加の促進を図る
ために、障害者団体が開催する研修会等の経費を補助した。
また、障害者福祉活動推進員を設置することにより、社会参加
促進施策の体系的及び効果的な推進を図った。

11

障害者広域支援事業

障害者更生相談費

広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた市町
等の相談支援体制整備への支援を行った。

障害者総合支援法第78条
H19- 市町等の要請に対す

る支援率（％）

身体障害者更生相談施設および知的障害者更生相談施設の
運営を行った。

相談件数（件）

身体障害者福祉法第11条、知的障
害者福祉法第12条S26-

―
障害福祉課



2,956,533 1,530,123 38,314 【活動指標】 数値目標なし 20,308 ―

2,947,035 1,521,482 37,687 数値目標なし 16,870 ―

2,910,843 1,466,006 37,827 数値目標なし

【成果指標】 100 91 ―

100 60 ―

○ ― ― 100

400 400 398 【活動指標】 数値目標 なし 1 ―

479 479 391 数値目標 なし 0 ―

965 965 393 数値目標 なし

【成果指標】 100 100 100%

― ― ―

○ ― ― 100

2,140 922 31,021 【活動指標】 410 332 80%

1,502 844 30,514 410 263 64%

2,719 938 30,627 410

【成果指標】 80 100 125%

80 100 125%

○ ― ― 80

3,292 423 795 【活動指標】 4 4 100%

2,955 254 782 4 2 50%

2,801 177 785 4

【成果指標】 5 0 0%

10 0 0%

― ― ― 10

【活動指標】

3,000 0 1,571 60

【成果指標】

― ― ― 11

160 0 1,591 【活動指標】 4 7 175%

2,431 0 1,565 4 9 225%

3,800 0 1,571 4

【成果指標】 1 0 0%

1 2 200%

― ― ― 1

自立支援医療受給者等

H27- 新たに発達外来を開
設 す る 医 療 機 関 数
（箇所）障害福祉課 県内小児科医師、医療従事者及び医療機関

○ 16

児童思春期診療強化事
業（医療介護基金） 養成したサポート医の診療機能強化を行い、児童思春期を診

療する医療機関の増加を目指す。

サポート医の診療件
数（件）

―

14

高次脳機能障害支援普
及事業 高次脳機能障害のある方に対して、的確な医療・福祉サービ

スを提供し、在宅生活支援や社会的な自立の促進を図った。

15
―

R元-3 連携医療機関数（箇
所）障害福祉課

●事業の成果
・特別支援学校を対象に研修会を2回開催した。
・患者に必要な治療を提供するため、医療機関
同士が連携を図ることを目的としたネットワーク
の素案を作成することができた。

研修会の開催（回）

サポート医

●事業の成果
・小児科医師9名に対して研修を実施し、発達障
害児の診断の素地形成を図った。
・２医療機関に対し、発達障害児の診察やリハ
ビリに必要な施設・設備に要する経費に補助を
行った。

研修を受講する医師
数（人）

―

○ 12

障害者医療対策費
精神障害者の措置入院費・自立支援医療費の公費負担及び

通報・申請の処理をした。
病院指導・検査、在院患者の病状審査、入院の要否の審査、

入院患者の人権擁護等精神医療適正化対策を実施した。
　精神障害者保健福祉手帳を交付した。

●事業の成果
・精神医療の適正化に努めることができた。請
求件数が多く、審査委員との日程調整が困難等
の理由により達成できなかったが速やかな処理
に努めている。
＜自立支援医療（精神）実績＞
　H28  18,641件  2,587,129千円
  H29  18,739件  2,683,349千円
  H30  19,211件  2,704,931千円
  R元  20,308件  2,743,152千円
  R2    16,870件  2,754,811千円
＜令和2年度退院等請求受理件数＞
　退院請求37件、処遇改善請求22件

自立支援医療(精神
通院医療 )給付決定
件数(件)

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第30条

H10- 退院等請求の審査標
準処理期間(30日)内
処理率(％)障害福祉課

(R3新規)R3-

―

てんかん地域診療連携
体制整備事業費（医療
介護基金）

てんかん患者や家族が適切な医療や必要な支援を受けること
ができるよう、地域連携体制を整備する。

13

精神保健審議会及び諸
費

精神保健福祉に関する事項について、新型コロナウイルス感
染症拡大により書面会議とし、報告を中心として、専門的立場
から意見を頂いた。

●事業の成果
・県の精神保健福祉施策の現状等について書
面にて報告し、専門的知見から意見を頂いた。

審議件数（件）

●事業の成果
・成人、小児の相談を通して必要な情報を提供
するとともに、ケース会議などを通して関係機関
との連携を強化した。
＜在宅支援件数＞
H25 383 件 H26 443 件 H27 626 件 H28
615件 H29 377件 H30 361件 R元 332件
R2  263件

在宅支援件数（件）

審議会委員

ショー ト ケア（1 クー
ル）に５割以上参加で
きた人の割合（％）障害福祉課

サポート医が診療し
ている医療機関障害福祉課

17

発達障害児地域医療体
制整備事業費（医療介
護基金）

発達障害児の受診機会の拡大を図るため、発達障害児の診
察が可能な医師を養成する研修を実施した。

発達障害児が身近な地域において受診できる医療体制の整
備を図ることを目的として、地域において発達障害の診療やリ
ハビリを開始しようとする医療機関の施設・設備整備に要する
経費に対して補助を行った。

高次脳機能障害のある方々等

障害者総合支援法第三章
H18-

審議案件に対する審
議の割合（％）障害福祉課

てんかん患者、家族

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第9条S40-

取組
項目
ⅲ

取組
項目
ⅳ



3,183 3,183 1,591 【活動指標】 60 73 122%

3,038 3,038 1,595 60 42 70%

3,270 3,270 1,571 60

【成果指標】 12 11 91%

12 11 91%

― ― ― 12

1,163,903 1,163,903 795 【活動指標】 数値目標なし 40,153 ―

1,122,081 1,122,081 782 数値目標なし 39,805 ―

1,163,613 1,163,613 785 数値目標なし

【成果指標】 数値目標なし 712,909 ―

数値目標なし 674,589 ―

― ― ― 数値目標なし

416,117 74,492 4,772 【活動指標】 数値目標なし 930 ―

413,925 74,768 4,694 数値目標なし 920 ―

418,288 74,787 4,712 数値目標なし

【成果指標】 ― ― ―

― ― ―

― 〇 ― ―

675 0 795 【活動指標】 3 3 100%

863 0 782 3 6 200%

863 0 785 3

4 6 150%

7 6 85%

○ ― ― 7

18

保育所・幼稚園等に
対する技術支援延べ
回数（回）

●事業の成果
・地域の中核となるセンターや事業所の療育体
制の整備、地域内の療育関係機関との関係構
築を図った。
・事業所、保育所、幼稚園等で支援を担当する
職員が早期の気付きや適切な対応（関わり方、
医療との連携、保護者対応等）を行うために必
要なスキルの向上を図った。
・地域の中核となるセンターにおいて、地域の事
業所等を対象とした研修会を開催し、センターの
機能強化及び地域内の連携を図った。

―

R元-3
児 童 発 達 支 援 セ ン
ターの設置数（箇所）

障害福祉課 県内福祉事業所、保育所、幼稚園等の発達障害児療育機関

取組
項目
ⅳ

福祉・介護職員等によ
るたんの吸引等研修事
業（医療介護基金）

20

研修開催回数（回）

地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律第6条

R元-8

障害福祉課 介護職員等

○ 19

●事業の成果
・各市町へ障害者の医療費に関する補助金を交
付することで、障害者及び障害者の家族の経済
的負担の軽減を図った。
（補助実績)H30：1,190,897千円／R元：1,163,903
千円／Ｒ２：1,122,081千円
・障害者及び家族の医療費負担の低減を図り、
障害者が安心して暮らすための支援の充実に
寄与した。

受給者数(人）

―
S49-

医療費助成件数（件）
障害福祉課 市町

障害者扶養共済費 保護者が生存中に掛金を納付することにより（新規加入は65才
未満）、保護者の死亡などの場合に障害者へ年金として月額
20,000円（２口加入の場合は月額40,000円）を支給した。

●事業の成果
・保護者死亡後の心身障害者に対し、年金を支
給することで、生活の安定と保護者が抱く不安
軽減を図った。

受給者数

―
S45-

―
障害福祉課 制度加入者

【成果指標】
喀痰吸引を実施でき
る障害福祉サービス
事業者等（通所）を各
圏域に1箇所以上確
保する。

医療行為である喀痰吸引について、介護職員等に必要な知識
及び技能を修得させる研修（重度障害者等を対象とした特定の
者）を実施する。

●事業の成果
・県委託による基本研修を２回、登録研修機関
である社会医療法人 春回会による基本研修を
４回それぞれ実施した。長崎県教育委員会によ
る基本研修はコロナウイルスの影響で中止と
なった。
・また、喀痰吸引を実施できる障害福祉サービ
ス事業者等（通所）を６圏域において１箇所以上
確保することができた。

障害者福祉医療費助成
費 心身障害者の福祉の増進を図るため、市町が実施する医療費

助成に対し、補助を行った。（県1/2、市町1/2)

発達障害地域療育連携
推進事業費

地域の中核となる児童発達支援センターや児童発達支援事
業所、保育所及び幼稚園において発達障害児の支援を担う職
員の療育スキル向上を目的とした技術的支援や研修等を実施
する。

取組
項目
ⅴ

21



ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅱ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅲ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅳ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

ⅴ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

障害福祉サービスの提供体制を確保するとともに、各種研修を実施し、施設職員のスキル
アップを図っていく。

心身障害者に対する福祉制度の整備

　市町が障害者に対して実施する医療費助成制度に対し助成を行った。
保護者の死亡などの場合に残された障害者に年金を給付する扶養共済制度を実施した。また、新たな利用者の確保に向

け、市町、関係団体へリーフレットを配布するとともに県ホームページに掲載し、制度の周知を図った。

引き続き、市町が障害者に対して実施する医療費助成制度への補助及び保護者の死亡など
の場合に残された障害者に年金を給付する扶養共済制度を実施し、障害者の生活の安定に
努める。

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
障害福祉サービスの給付等

地域において発達障害児の診療・療育ができる医療機関や福祉事業所の整備

発達障害の診察ができる医療機関が限られる一方、患者は増加していることから、こども医療福祉センター等の専門的医
療機関の新患待ちが長期化しており、早期診察と早期療育が実現できていない。

H28から児童発達支援センター等の支援のためのコーディネーターを設置するとともに、児童発達支援センターに対する
技術支援を行ってきた結果、支援センター設置数は6箇所（H28）から11箇所（R2）に増加したが、一方で既存センターが事
業を廃止した影響もあり、設置数は伸び悩んでいる。

引き続き、発達障害の診察が可能な小児科医を養成する研修を実施するとともに新たに発
達外来等を開設する医療機関に対し支援を行う。
コーディネーター等による児童発達支援センター等への技術支援を継続実施し、地域療育ス
タッフのレベルアップ、センター機能の強化を図る。

相談等による障害者の自立支援

・判断能力が不十分な方（知的障害者・精神障害者）に対して、福祉サービスの利用援助等を行った。
・障害者更生相談所において身体障害者手帳・療育手帳に関する相談のほか地域生活の支援・相談等を実施するととも
に、離島・へき地の障害者に対して巡回による相談を実施し、医学的・心理的等の専門的な判定及び指導を行った。
・障害者団体が開催する研修会等の経費に助成を行うことで、障害者団体の組織を強化し、障害者の社会参加の促進を
図った。
・障害者相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域における相談支援体制の整備を図った。

・判断能力が不十分な方（知的障害者・精神障害者）に対して、福祉サービスの利用援助等
を継続する。
・障害者更生相談所において身体障害者手帳・療育手帳に関する相談のほか地域生活の支
援・相談等を実施するとともに、離島・へき地の障害者に対して巡回による相談を実施し、医
学的・心理的等の専門的な判定及び指導を継続する。
・障害者の高齢化等に伴い参加者が減少しており、障害者が参加しやすい環境の整備が必
要である。
・アドバイザーの活動により地域のネットワークの構築や地域では対応が困難な事例への助
言等の障害者が利用しやすい相談支援体制の構築が図られており、今後も継続してアドバ
イザーの配置が必要である。

精神保健福祉施策の推進

精神保健審議会では精神保健福祉施策について委員からの意見を反映していく。障害者医療対策においては入院患者の
退院等請求の平均処理日数が審査標準処理期間(３０日)を下回ることができ、適正な医療、人権擁護につなげることがで
きている。高次脳機能障害者支援においては、医療機関と連携し、地域完結型の支援提供ができる体制作りを行っていく
必要がある。また、 てんかんについては、専門医療機関のネットワーク構築については、医療機能による連携体制整備を
図っていく。

　障害者総合支援法や児童福祉法などに基づき各種サービスの提供を行った。

精神保健審議会：精神保健福祉施策の検討・審議を継続する。
精神障害者の医療負担の軽減等：引き続き、精神障害者の医療費の負担軽減と入院患者

の人権擁護等精神医療の適正化を図る。
　高次脳機能障害への地域完結型の支援提供に引き続き取組む。

てんかんについては、県下におけるネットワーク体制整備の一環として医療機能別の医療
機関の指定に向けた準備を行う。



①
下位区分の加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、令和３年度に限り算定可能であること

から、加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得に向けて、今後も専門的な相
談員（社労士等）派遣等の周知を図っていく。

現状維持

令和３年度事業の実施にあたり見直した内容

※令和３年度の新たな取組は「R３新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

―

自立支援給付費

―
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所に対する実地指導や集団指

導等を通じてサービスの適正な提供体制を確保していく。
H18-

事業構築
の視点

見直しの方向 見直し区分

令和４年度事業の実施に向けた方向性

４．令和３年度見直し内容及び令和４年度実施に向けた方向性
事
業
番
号

取
組
項
目

障害福祉課

障害児施設支援費

―

療養介護医療費

H29-

障害福祉課

福祉・介護職員処遇改
善加算取得促進特別支
援事業費

―

中
核
事
業

○

事務事業名

事業期間

所管課(室)名

1 現状維持

児童福祉法に基づく障害児サービス事業所に対する実地指導や集団指導を通じて
サービスの適正な提供体制を確保していく。

現状維持

H24-

障害福祉課

2

現状維持

S29-

障害福祉課

5

H18-

障害福祉課

―

身体障害者更生医療給
付費

― ―

―
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所に対する実地指導や集団指

導等を通じてサービスの適正な提供体制を確保していく。3 現状維持

4

障害者更生相談費

― ―
法に基づき、障害者に関する相談・指導及び医学的・心理学的・職能的判定を行っ

ていることから、制度の見直し等にはなじまないが、相談、研修指導を行い、障害者
の更生に努めていく。

現状維持

S26-

障害福祉課

6

特別障害者手当等給付
費

― ―
在宅の重度障害者に対して手当を支給することから、制度の見直し等にはなじまな

いが、法の適切な実施と必要なサービス提供体制の確保に努めていく。
現状維持

S50-

障害福祉課

○ 7

取組
項目
ⅰ

取組
項目
ⅱ

―

身体の機能障害を軽減または改善するための医療費を支給することから、制度の
見直し等にはなじまないが、法の適切な実施と必要な医療提供体制の確保に努めて
いく。



巡回相談費

― ―
法に基づき、離島・へき地の身体障害者並びに知的障害者に対して巡回による相

談を実施していることから制度の見直し等にはなじまないが、引続き専門的な判定及
び指導に努めていく。

現状維持

S26-

障害福祉課

8

医療的ケアが必要な在
宅小児等に対する支援
事業

各地域における実態やニーズを把握し、支援体制の更なる充実
を図ることを目的に、医療的ケア児等の実態調査を実施する（R3
新規）。

②

在宅で療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族の地域での生活を支えるた
めに、医療と福祉が連携し、必要なサービスを提供する体制の構築等に努めていくと
ともに、各市町が実態調査の結果を踏まえ必要な福祉サービスの検討や災害時の
個別支援計画策定を促進するよう支援する。

改善

H27-

障害福祉課

9

障害者広域支援事業

― ―

各市町が行う障害者相談支援事業について、市町域を超えた広域的な支援を行うた
め、専門性の高いアドバイザーを配置し、地域における相談支援体制の整備を推進
していることから、継続して事業を実施する。
・県アドバイザーを活用した及び活用したい意向のある市町は１２市町あり、継続
ニーズがある。

現状維持

H19-

障害福祉課

10

障害者自立促進事業

― ②

研修会の開催時期や開催方法を早期に確定して、障害者に会への参加を促す時
間を十分に確保することにより、参加者数増加を目指しながら、障害者団体の組織を
強化し、障害者の社会参加の促進に努めていくとともに、併せて事業の内容等も検
討していく。

改善

H6-

障害福祉課

11

精神保健審議会及び諸
費

― ―

精神保健福祉法の規定により設置している附属機関である。精神保健福祉に関す
る事項について、引き続き、専門的立場から総合的に調査審議し、精神科入院患者
の人権擁護等を推進し、精神医療の適正化を図る。

現状維持

S40-

障害福祉課

○ 12

障害者医療対策費

― ―
　今後も継続して精神障害者の外来通院医療費の負担軽減等を実施していく。
　また、精神科入院患者の人権擁護等を推進し、精神医療の適正化を図る。

現状維持

H10-

障害福祉課

13

てんかん地域診療連携
体制整備事業費（医療
介護基金）

・患者に必要な治療を提供するため、医療機関同士が連携を図
ることを目的として協力医療機関を募り、連携医療機関として県
が指定を行う。
・てんかん利用福祉ガイドブックの作成する。

⑥ R3年度で事業終了予定 終了

R元-3

障害福祉課

14

高次脳機能障害支援普
及事業 障害福祉圏域で完結できる支援体制整備の推進のため、保健

所職員等を対象としたスキルアップ研修会の開催を行う。
―

引き続き支援センターを設置して相談支援、普及啓発等を行うとともに、高次脳機
能障害に係る医療体制の充実を図ることで、高次脳機能障害について障害保健福
祉圏域で完結できる支援体制整備の推進を図る。

医療機関と地域との連携状況を把握するために相談支援事業所を対象としたアン
ケートを実施しスムーズな連携体制を構築する。

現状維持

H18-

障害福祉課

15

取組
項目
ⅱ

取組
項目
ⅲ



児童思春期診療強化事
業（医療介護基金）

　R3新規 ―
平成２８年度から令和２年度まで取組んだ「地域連携児童精神医学講座開設事業」
において、養成した「子どもの心のサポート医」の診療強化を図り、サポート医が診療
する医療機関の増加を増やしていく。

現状維持

(R3新規)R3-

障害福祉課

注：「２．令和２年度取組実績」に記載している事業のうち、令和２年度終了事業、100%国庫事業な
どで県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者
制度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点

17

発達障害児地域医療体
制整備事業費（医療介
護基金）

施設整備費の助成については募集方法等の見直しを行う。研修
事業については研修開始時期の見直しを行い、研修機会の増に
つなげていく。

―
引き続き身近な地域で発達障害の診察、リハビリを行うことのできる医療体制の構築
を図る。

現状維持

H27-

障害福祉課

20

発達障害地域療育連携
推進事業費

発達障害児の支援を担う職員の療育スキル向上を目的とした前
身事業の実績を踏まえ、療育スキルの向上と併せて、地域の中
核となる児童発達支援センター等を中心とした地域の療育体制
の構築に向けた事業を引き続き実施すると共に、地域の療育に
係る事業者及び市町等との意見交換を通じて情報共有を行い、
発達障害児の支援ネットワーク作りを進めていく。

③
R3年度で事業終了予定。R4年度以降の実施については国庫補助の活用を検討して
いく。

終了

R元-3

障害福祉課

18

○ 19

障害者福祉医療費助成
費

― ―
心身障害者の福祉の増進を図るため、市町が実施する医療費助成に対し、補助を

行うものであり制度の見直し等にはなじまないが、県と市町からなる長崎県福祉医療
制度検討協議会障害者専門分科会において決定された医療費助成を実施していく。

現状維持

S49-

障害福祉課

改善

R元-8

障害福祉課

障害者扶養共済費

― ―
当制度は独立行政法人福祉医療機構が運営する全国一律の制度であるため、引

き続き適正に実施していく。
現状維持

S45-

障害福祉課

取組
項目
ⅳ

取組
項目
ⅴ

○ 16

21

福祉・介護職員等によ
るたんの吸引等研修事
業（医療介護基金） ― ②

喀痰吸引を実施できる障害福祉サービス事業者等（通所）を各圏域に1箇所以上確
保するため、未確保圏域において実施でき得る事業者等へ働きかけを行う。


